
 公告 

 福岡県が発注する建設工事について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告し

ます。 

 

  令和８年３月９日 

                               福岡県知事 服部 誠太郎  

１ 工事名 

  防災林造成事業 高塚（２）地区治山工事（防潮工） 

２ 工事場所 

  築上郡築上町大字高塚（２） 

３ 工事の発注方式 

（１）本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価

格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式（簡易型）の対象工事である。 

（２）本工事は、最低制限価格制度を適用せず、低入札価格調査制度を適用する。 

（３）本工事は、低入札価格調査の対象となる調査基準価格（以下「調査基準価格」とい

う。）及び失格基準価格（以下「失格基準価格」という。）を設けている。 

   なお、詳細は「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領」（以下「低入札価格調査

試行要領」という。）による。 

（４）本工事は、入札手続（競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで）を電

子入札システムで行う電子入札対象工事である。 

（５）本工事において、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者

（以下「監理技術者（専任特例２号）」という。）の配置を行う場合は、以下のア～

ケの要件を全て満たさなければならない。 

ア 建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理

技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学

歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐

の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者（専任特例２号）に

求める技術検定種目と同じであること。 

ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

エ 同一の監理技術者（専任特例２号）が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に

２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結す

る契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の

対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随

意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事と

みなす。） 

オ 監理技術者（専任特例２号）が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならな

い。（県発注工事に限らない。） 

カ 監理技術者（専任特例２号）は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及

び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 



キ 監理技術者（専任特例２号）と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ

ること。 

ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

ケ 現場の安全管理体制について、監理技術者（専任特例２号）が統括安全衛生責任者

を兼ねていないこと。 

（６）本工事は、当該工事に係る県の予算事務手続きが整った場合についてのみ、開札以

降の手続きを行う。 

４ 工事概要 

  土木一式工事 

 防潮工（機能強化） Ｌ＝９９．３メートル 

  波返工撤去・設置 Ｌ＝３６．１メートル 

 表法被覆工  Ｌ＝６３．１メートル 

 天端被覆工撤去・設置 Ｌ＝９９．３メートル 

 消波工   Ｌ＝８６．８メートル 

５ 工期 

  契約締結日から２４２日間以内 

６ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

（１）入札手続及び工事に関すること 

   〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

   福岡県農林水産部農山漁村振興課入札係（県庁行政棟５階） 

   電話番号   092-643-3527 

   ファクス番号 092-643-3507 

（２）契約手続に関すること 

〒824-0005 福岡県行橋市中央１丁目２番１号 

福岡県行橋農林事務所総務課庶務係 行橋総合庁舎３階 

電話番号 0930-23-0380 

（３）設計図面等の閲覧に関すること 

〒824-0005 福岡県行橋市中央１丁目２番１号 

福岡県行橋農林事務所総務課庶務係 行橋総合庁舎３階 

電話番号 0930-23-0380 

７ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項

の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

  土木一式工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に

参加する者に必要な資格（令和５年１２月福岡県告示第８０５号）」に定める資格を得

ている者（令和７年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者

名簿」という。）登載者）。 

８ 入札参加条件（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の

規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

  令和８年３月２４日（火曜日）現在において、次の条件を満たすこと。 

  なお、落札決定時点においても同条件を満たすこと。 



（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者でない

こと。 

（２）福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱（昭和６２年６月３０日総務

部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中でないこと。 

（３）福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱（昭和５４年９月２２日総務部

長依命通達）第７条第２項の規定に基づく措置期間中でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立がなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立が

なされている者でないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続

開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の

登載者を除く。）。 

（５）当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本・人事面において関連が

ある建設業者でないこと。 

（６）次のア又はイのいずれかの条件を満たすこと。 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する営業所のうち主た

る営業所を京築県土整備事務所管内に有すること。又は、建設業法第３条第１項に規

定する営業所のうち主たる営業所を県内に有し、かつ１０年間継続して建設業法第３

条第１項に規定する営業所のうちその他の営業所を京築県土整備事務所管内に有する

こと。 

いずれの場合も、県内に有する主たる営業所が、土木一式工事について入札参加資

格者名簿に登載されており、業者等級別格付がＡ等級であること。 

イ 建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所を築上郡築上町内に有

すること。又は、建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所を県内

に有し、かつ１０年間継続して建設業法第３条第１項に規定する営業所のうちその他

の営業所を築上郡築上町内に有すること。 

いずれの場合も、県内に有する主たる営業所が、土木一式工事について入札参加資

格者名簿に登載されており、業者等級別格付がＢ等級で総合数値が８３０点以上であ

ること。 

（７）平成２２年度以降に公共工事の元請として、行橋農林事務所管内において土木一式

工事の施工実績（ただし、ＪＶとしての施工実績は、出資比率が２０％以上の構成員

としての施工実績に限る。）を有すること。 

（８）平成２２年度以降の公共工事の元請の技術者として、土木一式工事に従事した経験

のある専任の主任技術者又は監理技術者を本工事に配置可能であること。ただし、所

属する建設会社と引き続き３ヶ月以上の雇用関係にあること。 

   また、専任の技術者は次のア又はイに掲げる者でなければならない。 

ア 建設業法第２７条第１項の規定による技術検定のうち、検定種目を一級若しくは二

級の建設機械施工又は、一級若しくは二級（種別を「土木」とするものに限る。）の

土木施工管理とするものに合格した者。 

イ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第二次試験のうち、

技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業農村工学」又は「農業土木（平成



３０年度以前に合格した者に限る。）」とするものに限る。）、森林部門（選択科目

を「森林土木」とするものに限る。）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするも

のに限る。）、又は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村

工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。）とするものに合格した

者。 

（９）簡易な施工計画が適切であること。適切であるとは、必要事項の記載があること、

かつ、発注者が示す課題を明らかに逸脱したものでないことをいう。 

９ 総合評価に関する事項等 

（１）評価項目と評価基準 

   別表１の各評価項目について、評価基準に基づき評価し加点する。 

（２）総合評価の方法 

   「８ 入札参加条件」を満たす入札参加者全てに標準点（１００点）を与え、（１）

について評価し、０～２０点の範囲で加算点を加えたものを技術評価点とし、さらに、

低入札価格調査基準比較価格以上で入札した者には施工体制評価点（１．１点）を与え、

その合計点を入札価格で除して得られた評価値により行う。評価基準は別表１のとお

り。 

   （算出式） 

   技術評価点＝標準点（１００点）＋加算点（０～２０点） 

評価値＝【技術評価点＋施工体制評価点（０点又は１．１点）】／【入札価格】 

（３）落札方式 

ア 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、入札書（見積書）比較価格と失格

基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、（２）によって得られた数

値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札候補者とし、低入札価格調査試行要

領に基づき落札者を決定する。 

イ 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。 

（４）技術資料の作成 

   技術資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 

10 入札説明書の交付 

（１）期間 

   令和８年３月９日（月曜日）から令和８年４月２１日（火曜日）までの毎日（ただ

し、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第２３号）第１条第１項に規定

する休日（以下「県の休日」という。）を除く。）、午前９時００分から午後５時０

０分まで。 

（２）場所 

   ６（１）及び（２）の部局とする。なお、福岡県のホームページからダウンロード

して入手することも可能である。 

11 契約条項等を示す場所 

  本件工事に係る工事請負契約書案の縦覧を６（２）、設計図面及び仕様書の縦覧を６

（３）の部局で行う。 

12 入札参加申込みの受付 



  令和８年３月１０日（火曜日）午前８時３０分から令和８年３月２４日（火曜日）午

後３時００分（県の休日を除く。）までに電子入札システムにより提出すること。 

  持参又は郵送する書類については、６（１）の場所に上記の期間（県の休日を除く。）

毎日、午前９時００分から午後５時００分（ただし、受付最終日については午後３時０

０分）までに提出すること。 

13 入札書の提出場所、受領期間及び提出方法 

（１）提出場所 

   福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

   福岡県農林水産部農山漁村振興課入札室（県庁行政棟５階） 

（２）受領期間 

   令和８年４月８日（水曜日）から令和８年４月２２日（水曜日）午前１０時２８分

までの電子入札システム稼働時間。 

（３）提出方法 

ア 電子入札システムにより提出すること。 

イ 入札執行回数は、１回とする。 

ウ その他、入札説明書、入札心得書及び福岡県電子入札運用基準の規定による。 

14 工事費内訳書及び低入札価格調査票の提出 

  入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システ

ムにより提出すること。 

  なお、入札に際し、工事費内訳書を提出しない者は入札を無効とする。 

  また、調査基準比較価格を下回る価格で入札を行う者（以下「低入札価格入札者」と

いう。）は、低入札価格調査試行要領第８条第２項により低入札価格調査票を開札まで

に提出することとし、低入札価格調査票を提出しない者は入札を無効とする。 

15 開札の日時及び場所 

（１）日時 

   入札終了後、直ちに行う。 

（２）場所 

   13（１）に同じ。 

16 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

   見積金額（税込み）の１００分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付

又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の１００分の５以上）

を締結し、その証券を提出する場合 

イ 過去２年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を

含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件）したことを証明する書面を提出する

場合 

（２）契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上（調査基準価格を下回った価格で契約を締結す

るときは、１００分の３０以上）の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提



供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分

の１０以上（調査基準価格を下回った価格で契約を締結するときは、１００分の３

０以上））を締結し、その証券を提出する場合 

イ 保険会社等と工事履行保証契約（契約金額の１００分の１０以上（調査基準価格

を下回った価格で契約を締結するときは、１００分の３０以上））を締結し、当該

保険会社等がその証券を提出する場合 

17 入札の無効 

  入札が次に該当する場合は、その者の入札を無効とする。 

（１）金額の記載がない入札 

（２）法令又は入札説明書等において示した入札に関する条件に違反している入札 

（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 

（４）電子入札の場合、入札者が有効な電子証明書を取得しておらず（紙入札方式による

場合は、入札者又はその代理人の記名がなく）、入札者が判明しない入札 

（５）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 

（６）入札保証金が 16（１）に規定する金額に達しない入札 

（７）入札参加資格のない者、入札参加条件に反する者（競争参加資格の確認を受けた者

で、その後落札決定時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者

を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 

（８）くじ番号の記載がない入札（くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必

要事項を確認できない入札を含む。） 

（９）低入札価格入札者であって、開札までに、低入札価格調査票の提出がない入札 

   なお、低入札価格調査票は、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調査資料作成

要領に基づき作成すること。 

18 調査基準価格及び失格基準価格の有無 

  有 

19 落札者の決定の方法 

（１）開札後は、落札者の決定を保留し入札を終了する。 

（２）入札書（見積書）比較価格と失格基準比較価格の範囲内の価格をもって入札をした

者のうち、９（２）によって得られた評価値の最も高い者を落札候補者とする。 

（３）評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するもの

とする。 

（４）落札候補者の入札価格が調査基準比較価格以上であれば、その者を落札者として決

定する。 

（５）落札候補者の入札価格が調査基準比較価格未満であれば、落札者の決定を保留し、

低入札価格調査試行要領に基づく調査を実施する。 

（６）低入札価格入札者は、低入札価格調査票を作成し、低入札価格調査試行要領第８条

第２項により当該調査票を開札までに電子入札システムにより提出すること。 

   なお、当該調査票の作成に当たっては、低入札価格調査試行要領及び低入札価格調

査資料作成要領（ＷＴＯ案件以外の工事）に基づき作成すること。 



（７）低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと認め

られる場合は、その者を落札者として決定する。 

（８）低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

られる場合は、その者を失格とし、その者以外の者を対象として、順次（２）以降の

方法により落札者を決定する。 

（９）落札者の決定は、原則として開札日に行うものとする。 

（10）（２）により落札者が決定した場合は、直ちに入札書の提出を行った者に対し通知

するとともに、当該入札結果を６（１）の場所において閲覧に供するほか、福岡県の

ホームページに掲載する方法により公表する。 

20 本工事について、調査基準価格を下回った価格で契約する場合の条件 

（１）調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第４条第３項及び

第６項に規定する契約保証金の額を、請負代金額（税込み）の１０分の３以上とする

こと。 

（２）調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事請負契約書第５５条第２項に

規定する違約金の額は、請負代金額（税込み）の１０分の３とすること。 

（３）調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、予定価格が５億円を超える工事に

おいては、契約書第１０条第１項第二号に規定する主任技術者又は監理技術者とは別

に、入札説明書等に明示した入札参加条件を満たす技術者１名を専任で配置すること。

（調査基準価格を下回って落札した者が、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構

成員が増員配置技術者を配置するものとする。） 

また、予定価格が５億円を下回る工事においては、主任技術者又は監理技術者は専

任で配置すること。（現場代理人との兼務は認めないものとする。） 

（４）現場代理人及び技術者は他工事との兼務を認めないものとする。  

21 人権尊重の取組 

入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しない

よう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

22 その他 

（１）入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 

（２）詳細は入札説明書による。 

（３）契約書作成の要否 要  

 


